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■対象 / 市内に住所を有する個人または法人・事
業者
■対象車両 / 充電した電気をエネルギーとして、
電動モーターで走行する車両※プラグインハイブ
リット車は対象外
■補助金額 / １台あたり 10 万円※先着 20 人
■申請期限 / 令和３年２月 26 日（金）
■そのほか / 購入・契約前に申請が必要です。詳
細は、環境課まで問い合わせるか、ホームページ
をご覧ください。

電気自動車の購入に

10 万円を補助します
H P

申 問 環境課 ( 本庁舎内 ) ☎ 82‐1290

薪ストーブ・薪ボイラー設置に

20 万円を補助します
H P

申 問 環境課 ( 本庁舎内 ) ☎ 82‐1290

■対象 / 市内在住の個人・法人・事業者など
■補助要件
①薪ストーブなどの主たる材質が鋳鉄・鋼板など
で未使用品であること
②２次燃焼などの性能があるもので、２重断熱構
造の煙突を使用すること
③関係法令で定める設置基準を遵守すること
④丹波市産のよく乾燥した薪を燃料にすること
※そのほか詳細要件あり
■補助金額 / 工事費を除く購入費用の３分の１以
内※１台あたり上限 20 万円　※先着 15 人
■申請期限 / 令和３年１月 29 日（金）まで
■そのほか / 設置工事前に申請が必要です。詳細
は、環境課まで問い合わせるか、ホームページを
ご覧ください。

　一般家庭以外の商店や工場などで、事業活動
によって生じた廃棄物（事業系ごみ）は、事業
者自らの責任で適正に処理する必要があります。
　事業系一般廃棄物は、市のごみ処理施設に直
接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者へ

収集運搬を依頼してください。なお、産業廃棄物
は市のごみ処理施設では処理できません。
　市の施設へ搬入する場合は、年度ごとに廃棄物
排出計画書を提出し、搬入許可を受けてください。
　事業系ごみは地域のごみステーションには出せ
ません。事業所と自宅が同じ敷地内にある場合も、
家庭ごみと事業系ごみは分けてそれぞ
れ処理してください。

エコ・コラムエコ・コラム

事業系ごみ事業系ごみのの処理処理をを適切適切にに
問 環境課（丹波市クリーンセンター内）
☎ 78‐9999

H P

狂犬病予防集合注射狂犬病予防集合注射

中止のお知らせ
H P

問 環境課 ( 本庁舎内 ) ☎ 82‐1290

　４月・５月に予定していた狂犬病予防集合注
射は、新型コロナウイルス感染症による飼い主
の安全対策のため中止になりました。集合注射
を予定していた飼い主は、最寄の動物病院で予
防注射を受けさせてください。

■注射と同時に注射済票が交付できる病院
小川動物病院 丹波市氷上町石生 1984 番地 4

☎ 82‐5199
小森獣医科病院 丹波市氷上町市辺 207 番地 1

☎ 82‐1132
はた動物病院 丹波市春日町野村 2543 番地 2

☎ 71‐4390
※上記の病院以外では、注射と同時に注射済票
が交付できません。獣医師の証明書を持って市
役所または各支所で申請してください。

ひょうご夜間中学ひょうご夜間中学

電話相談窓口電話相談窓口をを利用利用くださいください
問 学校教育課 ( 山南庁舎内 ) ☎ 70‐0811

　夜間中学とは、様々な理由で義務教育を受け
ることができなかった人を対象に、夜間に授業
を行う公立中学校です。専用ダイヤルまでお電
話ください。

■専用ダイヤル / ☎ 078‐362‐9432
■相談日時 / 平日の午前９時～午後５時
※正午～午後１時を除く
■内容 / ①県内の夜間中学に関すること
②夜間中学への入学に関することなど
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　令和３年丹波市成人式のアトラクション部門
をプロデュースしたい新成人を募集します。
“成人式” を自分たちの手で作り上げよう！

■とき / 令和３年１月 10 日（日）
■ところ / 丹波の森公苑ホール
■対象 / 平成 12 年４月２日～平成 13 年４月１
日生まれの人
■募集人数 /10 人程度
■募集条件 / 年４回程度行われる会議に参加で
きる人　※丹波市に住民票がない人も、成人式
に参加予定の場合は応募できます。
■募集期限 / ５月 22 日（金）

自分たちで成人式を

プロデュースしよう
問　市民活動課（氷上住民センター内）☎ 82‐0409

H P

　運転免許を自主返納した高齢者に対し、１万円
分の奨励金をたんば共通商品券で交付しています。
４月から、チャージした交通系 IC カード ICOCA
でも奨励金を交付できるようになりました。

■申請方法 / ①丹波警察署で運転免許証を返納
し、運転経歴証明書を申請する。
持ち物：運転免許証・証明書交付手数料 1,100 円・
印鑑　
※証明書の発行にはおおむね 15 日かかります。
②市役所本庁舎または各支所で、自主返納支援事
業の申請をし、交付の方法を「たんば共通商品券
１万円分」か「ICOCA １万円分」か選択する。
※ ICOCA にはデポジット 500 円分が含まれます。
持ち物：交付後１年以内の運転経歴証明書・印鑑
■交付方法 / 商品券か、１万円分チャージした
ICOCA を郵送します。

高齢者の運転免許自主返納に

奨励金を交付します
H P

　　くらしの安全課 ( 本庁舎内 ) ☎ 82‐1532問

 問 文化・スポーツ課（春日文化ホール内）  ☎ 74‐1050

大賞受賞作品を紹介します！

第１回丹波アートコンペティション
H P

　昨年度実施した、第１回丹波アートコンペティ
ションの大賞受賞作品を紹介します。展覧会には、
平面・立体・書・写真の４部門で、全国から合計
246 作品の応募がありました。

①鈴木洋子さん（愛知県名古屋
市）作品名「沈黙 E」

②安部尚平さん（高砂市）
作品名「不壊の息吹」

③大地正康さん（丹波市）
作品名「春日雨中示友人」

④馬場和正さん（三田市）
作品名「水面の詩」

①平面部門 ②立体部門

③書部門 ④写真部門

申申



表示のものは、市ホームページ（http://www.city.tamba.lg.jp/）にも情報を掲載しています。H P
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　高齢者の外出の機会を増やすため、福祉タクシ
ー券・バスカードを交付します。

■対象 / 市に住民票があり居住している 70 歳以
上で①から③のすべてに当てはまる人。
①自動車運転免許証を所持していないか自動車の
運転をしない②市民税非課税世帯、または市民税
課税世帯で本人が市民税非課税で、課税年金収入
額と所得金額の合計額が 80 万円以下③おでかけ
サポート事業に登録していない
■助成内容
Ａ：介護保険の認定者など
タクシー券 1 枚 620 円券を年間 24 枚分またはバ
スカードを年額 16,360 円
Ｂ：介護保険の認定のない人
タクシー券 1 枚 300 円券を年間 24 枚分またはバ
スカードを 7,920 円
■申請方法 / 高齢者あんしんセンター・各支所に
ある申請書を提出※ 1 年間に１回のみ申請可

問申　介護保険課（本庁第２庁舎内）☎ 88‐5267

高齢者・障がい者の

外出を支援します

　　　納期 ６月 7 月 ８月 9 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

市県民税
（普通徴収）

１期
6/30

２期
8/31

３期
11/2

４期
2/1

固定資産税 １期
6/1

２期
７/31

３期
12/25

４期
3/1

国民健康保険税 １期
6/30

２期
7/31

３期
8/31

４期
9/30

５期
11/2

６期
11/30

７期
1/4

８期
2/1

９期
3/1

10 期
3/31

軽自動車税 一括
6/1

■令和２年度の市税の納期

◇各種税の納付期限

　納期ごとの納付書を１年分まとめて送付して
います。税金は口座振替・コンビニエンススト
ア納付・クレジットカードによる納付が可能で
す。また、令和２年度よりスマートフォン決済

（LINE Pay・Pay B・PayPay・楽天銀行アプリ）に
よる納付が可能になりました。ご利用ください。

H P

◇自動車税（種別割）の納期限は６月１日（月）

　自動車税（種別割）は必ず納期限までに、銀
行・農協などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便
局、兵庫県指定のコンビニエンスストア（全国
の店舗）または県税事務所で、納付してください。
クレジットカードによる納付も可能です。

　 税務課（本庁舎内）市民税係 ☎ 82‐2070　資産税係☎ 82‐2003　収納対策係☎ 82‐1535

問　丹波県税事務所　☎ 73‐3746

令和２年度

納税納税ののお知らせお知らせ
問

　敬老の日にあわせて毎年贈呈している長寿祝
金の支給時期を変更し、４月から、支給対象年
齢に到達した日の翌月にそれぞれ贈呈します。
下表の支給額分のたんば共通商品券を書留郵便
などで自宅に送付しますので、署名のうえ、受
け取ってください。

■令和２年度　長寿祝金の対象者および支給額
年齢 対　象　者 支給額

最高齢 男女それぞれの最高齢の方 50,000 円

100 歳
大正９年４月２日～
大正 10 年４月１日生

30,000 円

88 歳
昭和７年４月２日～
昭和８年４月１日生

10,000 円

※最高齢の長寿祝金は、最高齢到達初年度のみ
対象です。なお、最高齢者の基準日は、今まで
どおり９月 15 日とします。

問　社会福祉課（本庁第２庁舎内）☎ 88‐5276

長寿祝金の

支給時期を変更します
H P
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　後期高齢者医療制度の令和２・３年度の保険料率が決定しました。なお、個人ごとの保険料額や納付
方法については、７月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。

■保険料率（年額）
令和２・３年度 平成 30・31 年度 差額

均等割額（１人あたり） ５１，３７１円  ４８，８５５円 ２，５１６円

所得割率（所得に対して） １０．４９％  １０．１７％ ０．３２％

■兵庫県の令和２年度保険料の計算方法
　年間の保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担
する「所得割額」を合計します。

■保険料額の軽減について
①所得の低い人の保険料額の軽減
　下記に当てはまる人は、令和元年中の所得に応じて、令和２年度の均等割額が軽減されます。

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準額以下の世帯 軽減割合と軽減後の均等割額

基礎控除額
（33 万円）

世帯内の被保険者全員の各所得が０円
※年金所得は控除額を 80 万円として計算

７割　保険料　１５，４１１円 / 年

上記以外 ７．７５割　 保険料　１１，５５８円 / 年

基礎控除額（33 万円）＋28.5 万円　   ×被保険者の数 ５割　保険料　２５，６８５円 / 年

基礎控除額（33 万円）＋ 52 万円　   ×被保険者の数 ２割　保険料　４１，０９６円 / 年

※１  本来は７割軽減ですが、特例措置により７．７５割軽減になります。
※２  平成 31 年度の 28 万円から拡充されました。
※３  平成 31 年度の 51 万円から拡充されました。
なお、65 歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得から 15 万円を控除し軽減判定します。

②後期高齢者医療制度加入前に、会社の健康保険などの被扶養者だった人の保険料額の軽減
　制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額がかか
らず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから２年間は均等割額が５割軽減されます。なお、国
民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象になりません。

 問 市民課（本庁舎内）☎ 82‐6690

後期高齢者医療制度

令和２・３年度の保険料率が決定しました
H P

保険料（年額）
※上限 64 万円

均等割額
５１，３７１円

所得割額
（総所得金額等ー 33 万円）×所得割率１０．４９％＝ ＋

※１

※２

※３

 問 兵庫県後期高齢者医療広域連合（コールセンター）☎ 078‐326‐2021

ご不明な点は、下記コール
センターなどにお問い合わ
せください。



表示のものは、市ホームページ（http://www.city.tamba.lg.jp/）にも情報を掲載しています。H P
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　地域の自治組織などが、空き家の有効活用と
地域活性化のため、子育て支援・高齢者福祉、
都市住民との交流施設、地域の交流拠点や宿泊
施設などとして、空き家を改修する場合、費用
の一部を補助します。

◇共通項目
■募集期間 / ５月１日（金）～ 11 月 30 日（月）

①空き家利活用地域活性化事業補助金
■対象 / 空き家を所有・賃借し、地域活性化の
ために利活用する自治組織など
■助成対象件数 / １件
■補助対象経費 / 空き家を地域活動拠点や交流
拠点として活用するために改修する費用

■補助金 / 費用の２/ ３※上限 666 万 6 千円

②古民家再生促進支援事業補助金
■対象 / 築 50 年以上の古民家などを所有・賃借し、
地域活性化のために利活用する自治組織など
■補助対象件数 / １件
■補助対象経費 / 古民家を地域活動拠点や交流拠
点として活用するために改修する費用
※兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採
択が可能なもの
■補助金 / 費用の１/ ３以内※上限 350 万円。県
の「古民家再生促進支援事業」は費用の１/ ３、
上限 350 万円が交付され、市と県の補助金を併
せて最高 700 万円が交付されます。

◇共通項目
■対象者 / 市内にある住宅の所有者
■対象住宅 / 昭和 56 年５月 31 日以前に着工さ
れた住宅。店舗併用住宅は、住宅用途部分が延
べ床面積の１/ ２を超えるもの。
■受付期間 / ５月１日（金）～ 12 月 28 日（月）

①簡易耐震診断推進事業
　住宅の耐震性を指定の事業者が診断する場
合、その費用を補助します。
■補助金 / 全額※非木造または市外の診断員が
実施する場合などは一部負担あり
■助成予定件数 /36 件

②耐震改修計画策定
　①で耐震性が低いと診断された住宅の、耐震性
向上のための計画策定費用の一部を補助します。
■補助金 / 費用の５/ ６または 25 万円のどちら
か低い額
■助成予定件数 / ３件

③耐震改修工事
　②を実施し、耐震性向上のための改修工事を

行う場合、その費用の一部を補助します。※兵庫
県の「住宅改修業者登録制度」に登録のある業者
が行う工事のみ対象。部分的な耐震改修工事に対
する補助制度もあります。
■補助金 / 対象工事費が 300 万円以上の場合、定
額 130 万円※所得制限有。対象工事費が 300 万
円以下の場合も補助対象。工事費によって補助額
が変動します。
■助成予定件数 / ３件

④建替工事
　①で耐震性が低いと診断された住宅を建て替
える場合、費用の一部を補助します。
■補助金 / 対象工事費の１/ ４※上限 100 万円。
所得制限あり
■助成予定件数 / ３件

⑤防災ベッド等設置
　①で耐震性が低いと診断された住宅で、市が指
定する防災ベッドを設置する場合、設置費用の一
部を補助します。
■補助金 / 定額 10 万円※所得制限有
■助成予定件数 / ２件

 申問 定住促進課（春日庁舎内）☎ 88‐5039

「空き家を地域活性化のために活用したい」自治組織などは

空き家利活用地域活性化事業をご利用ください
H P

申 問 都市住宅課（春日庁舎内）☎ 74‐2364

「耐震診断を受けたい」「耐震改修をしたい」人は

簡易耐震診断推進事業などをご利用ください
H P
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